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催
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塾
の
コ
ン
ビ
ニ

塾
の
コ
ン
ビ
ニ

新
潟
大
学
医
学
部

健
康
講
座
塾

日日
７
月
10
日
（
木
）
午
後
１
時
30

分
～
３
時 

（
午
後
１
時
～
受
け
付

け
）　
場場
水
原
保
健
セ
ン
タ
ー 

２

階
「
研
修
室
」　
演
題
＝
演
題
＝
「
健
康
長

寿
の
道
し
る
べ
～
心
臓
と
血
管
を

ま
も
る
」　 

対対
市
内
在
住
・
在
勤

の
人
　
定定
１
０
０
人 

先
着  

講講
猪

又
孝
元
氏
（
新
潟
大
学
医
歯
学
総

合
研
究
科 

循
環
器
内
科 

教
授
）

申申
電
話
も
し
く
は

下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
　
問問
健
康
推

進
課 

健
康
づ
く
り
係
　
☎
62
‐

２
５
１
０
（
内
線
２
６
３
７
）　

申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
７
月
９
日
（
水
）　

IDID
＝＝
１
３
２
６
３
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主
　
要
　
連
　
絡
　
先

安 田 支 所  ☎ 68‐3000
安田公民館・体育館  ☎ 68‐3006

京ヶ瀬支所  ☎ 67‐2111
市立図書館  ☎ 67‐2500

阿賀野市役所  ☎ 62‐2510
水原総合体育館  ☎ 62‐0656
水原公民館  ☎ 62‐2028
あがの市民病院  ☎ 62‐2780
上下水道局  ☎ 62‐2159
消 防 本 部  ☎ 62‐0119

笹 神 支 所  ☎ 62‐4141
学 校 教 育 課  ☎ 62‐2790
生 涯 学 習 課  ☎ 62‐5322
農 業 委 員 会  ☎ 62‐2420
笹 神 体 育 館  ☎ 61‐2111
ふれあい会館  ☎ 63‐8019     

■略字の見方
日日＝日時・期間　場場＝場所・会場　内内＝内容
対対＝対象　　　  定定＝定員　　　    ￥￥＝参加費等
講講＝講師　  　  　持持＝持ち物　　   他他＝その他　
申申＝申し込み  　 問問＝問い合わせ
先着…先着順　  抽選…応募多数の場合抽選
※対対誰でも、定定なし、￥￥無料、申申不要の場合は記載なし

（例）（例）
IDID==1234

◀  記事の最後に記載されている ID を市
ホームページのページ ID 検索欄に入力
すると、簡単に該当ページを見つけるこ
とができます。
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催
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６月 29 日（日）午前９時～正午

猪又 孝元 氏

野球場が遊び場に！ 楽しむ 12 種目！野球場が遊び場に！ 楽しむ 12 種目！

スポーツ＆レクリエーションスポーツ＆レクリエーション
フェスティバルフェスティバル

日　時

新潟アルビレックス BB ラビッツの選手が参加！キッチンカーも出店します！

場　所 水原野球場（雨天の場合は、水原屋内運動場）

種　目 ・スラックライン　　　・フラフープ
・ミニトランポリン　　・だるま落とし
・キックターゲット　　・ストラックアウト
・グラウンドゴルフ　　・ディスクゴルフ
・ジャベリックスロー　・跳び箱チャレンジ
・バスケットシュートチャレンジ
・全員鬼ごっこ

主　催

協　力

市、市スポーツ推進委員協議会

株式会社新潟プロバスケットボール、市総合型クラブ、市キッチンカー組合

問問 生涯学習課 管理・スポーツ係　☎ 62‐5322
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「
う
ぶ
ご
え
」「
お
く
や
み
」
欄
に
掲
載
を
希
望
し
な
い

場
合
は
、
届
け
出
時
に
係
へ
申
し
付
け
く
だ
さ
い
。

氏名 保護者名 誕生日 住所

桃林　彩
い ろ は

葉 和　馬 5.5 横　山

五十嵐陽
ひ な ぎ

凪 喬　也 5.12 中央町2

髙谷　侑
ゆ ら

良 悠　真 5.12 北本町

渡邉　時
と き と

人 吏　孔 5.13 中央町2

花澤　桃
も ね

寧 元　樹 5.22 月　崎

診　療　日 診 療 医 院 電 話 番 号

6月22日（日） 恩田整形外科医院（金田町） 62‐0515

6月29日（日） 本田脳神経外科クリニック（下条町） 63‐1111

7月 6日（日） 田中皮膚科医院（市野山） 63‐2222

7月13日（日） 永田医院（山崎） 62‐2412

7月20日（日） うえき内科クリニック（岡山町） 61‐2200

問問危機管理課 危機管理係　☎ 25‐7194

1  安全安心メール（登録制）
2  電話自動応答　☎62‐8

ハ

1
イ

5
コ

0
レ

３ ホームページ（トップページ）
　  放送後２日間表示されます。

防災行政無線の放送内容が確認できます
安全安心メール
登録はこちらから

救急医療電話相談
経験豊富な看護師などが受診の必要性や対処方法などを助言します。
年中無休、午後６時～翌朝午前 8時　※携帯電話からの利用可
◎大人の救急医療電話相談◎大人の救急医療電話相談（おおむね 15歳以上の人）

＃ 7119＃ 7119　または　☎ 025‐284‐7119025‐284‐7119
◎こどもの救急医療電話相談◎こどもの救急医療電話相談（15歳未満の人）

＃ 8000＃ 8000　または　☎ 025‐288‐2525025‐288‐2525

ＤＶ・児童虐待・ひきこもり ～連絡・相談ください～

◎�水原保健センター　☎ 62‐251062‐2510
　�月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分
◎�ＤＶ・児童虐待は、次の電話窓口で 24 時間相談に応じます。
　・県DV相談ナビ　☎＃＃88

は れ れ ば
000088（有料）

　・児童相談所虐待対応ダイヤル　☎ 11
いちはやく

8989（無料）

今月の納期限は�6 月 30日（月）です

◆  納付は、確実で便利な口座振替をおすすめします。

（5 月 16 日～ 31 日届出分、敬称略）

氏名 年齢 死亡日 住所

古田佳代子 78歳 5.15 中央町2

小内　洋康 70歳 5.17 宮　下

髙 ヒロエ 88歳 5.18 保　田

芋川　晴敏 80歳 5.19 中央町1

師橋　　努 91歳 5.20 長　起

釣巻　チヨ 75歳 5.21 渡　場

渡邊トミノ 100 歳 5.21 嶋　瀬

長澤　トミ 99歳 5.21 上一分

椿　　直美 58歳 5.21 嘉瀬島

山本　セイ 95歳 5.22 山　倉

齋藤　君枝 92歳 5.23 久　保

田邊チヨミ 96歳 5.23 中島町

佐藤　　茂 52歳 5.23 京ヶ島

長谷川安夫 81歳 5.24 中　潟

野瀨　　功 72歳 5.27 中島町

小林　ヨリ 94歳 5.28 中島町

鈴木　テツ 97歳 5.29 分　田

小川チヱ子 89歳 5.30 京ヶ島

診療時間：日曜日 午前 9 時～正午
市ホームページにも掲載しています。休日診療

※診察を希望する人は、事前に問い合わせください。
※ 下記日程以外は新発田地区救急診療所などを受診

してください。

○ 市県民税・森林環境税
（１期）

○後期高齢者医療保険料
　 （随時期）

○介護保険料（3 期）

○ 下水道受益者負担金 
（１期）



2広報あがの「お知らせ版」令和 7年 6月 15日号

催
　
　し

催
　
　し

救
助
訓
練
を
公
開
し
ま
す

　
毎
年
７
月
の
県
救
助
技
術
大

会
に
出
場
す
る
た
め
、
救
助
訓
練

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴

い
、
訓
練
を
一
般
公
開
し
ま
す
。

日日
6
月
24
日
（
火
）
午
前
10
時

30
分
～
11
時
　
※
雨
天
決
行
　

場場
消
防
本
部
　
他他
災
害
な
ど
に

よ
り
時
間
の
変
更
や
中
断
な
ど

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
　
問問

消
防
本
部
　
☎
62
‐
０
１
１
９

阿
賀
野
市
・
阿
賀
町
連
携
企
画
展

阿
賀
野
市
・
阿
賀
町
連
携
企
画
展

阿
賀
野
川
上
・
中
流
域
の

縄
文
時
代

　
市
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
縄
文

後
期
の
土
橋
遺
跡
、
阿
賀
町
郷
土

資
料
館
で
は
縄
文
中
期
の
原
遺
跡

の
発
掘
成
果
を
展
示
し
ま
す
。

〇
市
歴
史
民
俗
資
料
館

〇
市
歴
史
民
俗
資
料
館

日日
6
月
21
日
（
土
）
～
11
月
30
日

（
日
）
の
間
の
土
・
日
曜
、
祝
日 

午
前
9
時
30
分
～
午
後
4
時
30

分
　
※
5
人
以
上
の
利
用
で
、
希

望
日
の
1
週
間
前
ま
で
に
予
約

す
れ
ば
、
平
日
で
も
観
覧
可
能

〇
阿
賀
町
郷
土
資
料
館

〇
阿
賀
町
郷
土
資
料
館

日日
6
月
21
日
（
土
）
～
11
月
30

日
（
日
）
の
間
の
水
～
日
曜 

午

前
10
時
～
午
後
4
時
　　
※
月
・

火
曜
が
祝
日
に
当
た
る
場
合
は

開
館
、
そ
の
直
後
の
開
館
日
は

休
館
　
問問
生
涯
学
習
課 

文
化
行

政
係
　
☎
62
‐
５
３
２
２
　
IDID

＝＝
１
１
５
０
８

水
原
公
民
館

水
原
公
民
館

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示

◎◎  

水
原
郷
絵
を
描
く
会

水
原
郷
絵
を
描
く
会  

第第
6262
回
展
回
展

日日
６
月
24
日
（
火
）
～
29
日
（
日
） 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
初
日
は

午
後
１
時
か
ら
、
最
終
日
は
午
後

４
時
ま
で
）  

内内
絵
画
（
水
彩
画
、

油
彩
画
）
IDID
＝＝
８
３
７
１

◎
第
◎
第
2020
回回  

写
友
す
い
ば
ら
写
真
展

写
友
す
い
ば
ら
写
真
展

日日
７
月
2
日（
水
）～
6
日（
日
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
最
終

日
は
午
後
３
時
ま
で
）　
内内
写
真

約
50
点
　
IDID
＝＝
８
０
３
４

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

問問
水
原
公
民
館
　
☎
62
‐

２
０
２
８
　

あ
が
の
市
民
病
院

あ
が
の
市
民
病
院

七
夕
コ
ン
サ
ー
ト

日日
７
月
2
日
（
水
）
午
後
５
時

～
５
時
40
分
　
場場
あ
が
の
市
民

病
院 

２
階
「
ピ
ア
ノ
ホ
ー
ル
」

内内
ピ
ア
ノ
、
女
声
コ
ー
ラ
ス
向

日
葵
、
職
員
コ
ー
ラ
ス
な
ど
　

問問
あ
が
の
市
民
病
院 

総
務
課
　

☎
62
‐
２
７
８
０

Ｅ
Ｍ
と
も
の
会

Ｅ
Ｍ
と
も
の
会

食
べ
て
防
ご
う
認
知
症

講
演
会

日日
７
月
６
日
（
日
）
午
前
９
時

30
分
～
正
午
　
場場
水
原
保
健
セ

ン
タ
ー
２
階
「
研
修
室
」　
定定

１
５
０
人 

先
着
　
￥￥
５
０
０
円

講講
杉
本
一
朗
氏
（
脳
神
経
外
科

医
・
あ
か
ね
台
眼
科
脳
神
経
外

科
ク
リ
ニ
ッ
ク
理
事
長
）、
片

山
修
氏 

（
歯
科
医
）
後
援
＝

後
援
＝
阿

賀
野
市
　
申申
・
問問
Ｅ
Ｍ
と
も
の

会
事
務
局 

石
塚  

☎
０
９
０
‐

７
８
２
８
‐
８
９
５
５
（
午
前

8
時
～
午
後
６
時
）　
※
当
日
参

加
も
可
能
（
申
込
者
優
先
）

令
和
８
年
度
使
用

教
科
書
展
示

日日
６
月
17
日
（
火
）
～
７
月
２

日
（
水
）
午
前
９
時
～
午
後

９
時
　
※
月
曜
休
館
　
場場
新
発

田
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
１

階
「
エ
ー
ル
コ
ー
ナ
ー
」　
問問

新
発
田
教
科
書
セ
ン
タ
ー
　
☎

０
２
５
４
‐
22
‐
９
５
３
２

あ
が
の
音
市
楽
座

あ
が
の
音
市
楽
座

青
空
オ
ー
プ
ン
ス
テ
ー
ジ

　
ピ
ア
ノ
、弾
き
語
り
、ダ
ン
ス
、

お
笑
い
な
ど
を
野
外
で
の
オ
ー

プ
ン
ス
テ
ー
ジ
で
披
露
し
た
い

人
大
募
集
！

日日
７
月
13
日
（
日
）
正
午
～
受
け
付

け
　
場場
瓢
湖
水
き
ん
公
園
野
外
ス

テ
ー
ジ
　
申申
弾
き
語
り
な
ど
個
人

演
奏
は
当
日
受
け
付
け
（
先
着
順
）、

ダ
ン
ス
チ
ー
ム
な
ど
５
人
以
上
の
団

体
は
事
前
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。
詳
細

は
下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
あ
が
の
音
市
楽
座 

堀
川

☎
０
８
０
‐
４
９
５
２
‐

０
６
７
９

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System

農
業
者
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

農
業
者
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に
！

　
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、

今
年
の
11
月
か
ら
現
況
届
が
提

出
さ
れ
る
ま
で
、
年
金
の
支
払

い
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対対
①
経
営
移
譲
年
金
・
特
例
付

加
年
金
受
給
者
、
②
農
業
者
老

齢
年
金
受
給
者
　
※
①
の
対
象

者
で
、
現
況
届
を
初
め
て
提
出

す
る
人
は
、
農
業
所
得
の
申
告

な
ど
の
諸
名
義
が
経
営
移
譲
の

相
手
方
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
　

提
出
先
＝

提
出
先
＝
農
業
委
員
会
事
務
局

（
笹
神
支
所
内
）、
農
林
課
、
各

支
所
　
問問
農
業
委
員
会
事
務 

局
　
☎
62
‐
２
４
２
０  

提
出
期

提
出
期  

限
＝
限
＝
6
月
30
日
（
月
）   

IDID
＝＝

８
５
０
５
　

催
　
　し

催
　
　し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　集

募
　
　集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談
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夏
季
の
パ
ス
ポ
ー
ト

申
請
は
お
早
め
に

　
夏
休
み
に
向
け
て
パ
ス
ポ
ー

ト
の
申
請
が
増
え
、
窓
口
の
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
渡
航
を

予
定
し
て
い
る
人
は
、
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
か

ら
電
子
申
請
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
詳
細
は
下

記
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

◎
受
付
窓
口

◎
受
付
窓
口

　
市
役
所
1
階 

市
民
生
活
課
　

※
支
所
で
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

◎
受
付
時
間

◎
受
付
時
間

・・ 

申
請
・
交
付
…
月
曜
～
金
曜
、

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

・・ 

交
付
の
み
…
夜
間
役
所
開
設
時

（
第
1
・
第
3
水
曜
、
午
後
5

時
～
7
時
）

他他
申
請
か
ら
交
付
ま
で
は
、
2

週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。
　
　

※ 

電
子
申
請
の
場
合
は
審
査
終

了
後
に
交
付
予
定
日
が
決
ま

り
ま
す
。
　

問問
市
民
生
活
課 

市
民
係
　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
１
０
２
）

　

中
小
企
業
の
省
エ
ネ
設
備

導
入
を
支
援
し
ま
す

　
令
和
９
年
末
で
蛍
光
灯
が
生

産
終
了
に
な
り
ま
す
。

　
今
後
、
蛍
光
灯
の
入
手
が
困

難
と
な
る
た
め
、
本
補
助
金
を
活

用
し
て
事
業
所
の
照
明
を
Ｌ
Ｅ

Ｄ
照
明
へ
切
り
替
え
ま
せ
ん
か
。

対対
市
内
に
本
社
ま
た
は
事
業
所

を
有
す
る
中
小
企
業
者
ま
た
は

個
人
事
業
主
（
個
人
事
業
主

は
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
の

み
）    

補
助
金
額
＝

補
助
金
額
＝
補
助
対
象
設

備
総
額
（
税
抜
き
）
の
２
分
の

１
以
内
の
額
（
上
限
１
０
０
万

円
、
下
限
10
万
円
）  

※
１
事
業

者
１
回
限
り
　
他他
補
助
対
象
経

費
、
申
請
方
法
な

ど
詳
細
は
下
記
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
　
問問
商

工
観
光
課 

商
工
振
興
係
　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
３
５
１
）

下
水
道
の
早
期
接
続
を

支
援
し
ま
す

　
供
用
開
始
３
年
以
内
に
既
存

住
宅
の
下
水
道
接
続
工
事
を
行

う
人
に
対
し
、
工
事
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

○ 

補
助
対
象
者

（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
）

・ 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
、
ま

た
は
市
内
に
定
住
す
る
予
定

の
人

・ 

市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

○
補
助
対
象
住
宅

（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
住
宅
）

・ 

補
助
対
象
者
が
市
内
に
所
有

し
、
自
ら
居
住
し
て
い
る
一

戸
建
て
住
宅

・ 

補
助
対
象
者
が
居
住
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
一
戸
建
て

住
宅

※ 

共
同
住
宅
、
賃
貸
住
宅
は
除
く

※ 

店
舗
・
事
務
所
併
用
住
宅
の
場

合
は
住
宅
部
分
の
み
が
対
象

○ 

補
助
対
象
工
事

（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
工
事
）

・ 

新
た
に
排
水
設
備
を
設
置
す

る
工
事

・ 

排
水
設
備
の
設
置
に
伴
う
原

形
復
旧
の
た
め
の
工
事

・ 

排
水
設
備
を
設
置
す
る
た
め
に

必
要
な
工
事（
仮
設
ト
イ
レ
な
ど
）

○
施
工
業
者

・ 

市
が
指
定
す
る
排
水
設
備
工

事
指
定
工
事
店

○
補
助
金
額

・ 

補
助
対
象
工
事
費
の
３
分
の
１

（
限
度
額
10
万
円
）

※ 

過
去
に
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援

事
業
を
受
け
た
人
は
、
限
度
額

が
異
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

他他
必
ず
事
前
に
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
時
点
で
着
手
し
て
い

る
工
事
や
申
請
手
続
き
中
に
着

手
す
る
工
事
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

申申
申
請
書
類
を
上
下
水
道
局 

下

水
道
維
持
係
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
類
は
上
下
水
道

局 

下
水
道
窓
口
に
あ
る
ほ
か
、

下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問問
上
下
水
道
局 

下
水
道
維
持
係

☎
62
‐
２
８
３
３
　

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

整
備
を
支
援
し
ま
す

　
生
活
排
水
に
よ
る
水
質
汚
濁

を
防
止
、
生
活
環
境
の
保
全
を

図
る
た
め
、
合
併
処
理
浄
化
槽

の
設
置
に
必
要
な
費
用
を
補
助

し
ま
す
。

　
補
助
金
の
交
付
に
は
、
対
象
者

や
対
象
地
域
な
ど
の
条
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は

下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
確
認
、
ま

た
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

・
必
ず
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

・ 

過
去
に
こ
の
補
助
を
受
け
た

人
は
対
象
外
で
す
。

・ 

個
人
の
専
用
住
宅
・
併
用
住

宅
が
対
象
で
す
。

・ 

予
算
の
範
囲
内
で
の
交
付
と

な
る
た
め
、
設
置
予
定
者
は

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
上
下
水
道
局 

下
水
道
維
持
係

☎
62
‐
２
８
３
３
　
IDID
＝＝

２
１
６
４

募
　
　集

募
　
　集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　し

催
　
　し
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催
　
　し

催
　
　し

救
助
訓
練
を
公
開
し
ま
す

　
毎
年
７
月
の
県
救
助
技
術
大

会
に
出
場
す
る
た
め
、
救
助
訓
練

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴

い
、
訓
練
を
一
般
公
開
し
ま
す
。

日日
6
月
24
日
（
火
）
午
前
10
時

30
分
～
11
時
　
※
雨
天
決
行
　

場場
消
防
本
部
　
他他
災
害
な
ど
に

よ
り
時
間
の
変
更
や
中
断
な
ど

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
　
問問

消
防
本
部
　
☎
62
‐
０
１
１
９

阿
賀
野
市
・
阿
賀
町
連
携
企
画
展

阿
賀
野
市
・
阿
賀
町
連
携
企
画
展

阿
賀
野
川
上
・
中
流
域
の

縄
文
時
代

　
市
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
縄
文

後
期
の
土
橋
遺
跡
、
阿
賀
町
郷
土

資
料
館
で
は
縄
文
中
期
の
原
遺
跡

の
発
掘
成
果
を
展
示
し
ま
す
。

〇
市
歴
史
民
俗
資
料
館

〇
市
歴
史
民
俗
資
料
館

日日
6
月
21
日
（
土
）
～
11
月
30
日

（
日
）
の
間
の
土
・
日
曜
、
祝
日 

午
前
9
時
30
分
～
午
後
4
時
30

分
　
※
5
人
以
上
の
利
用
で
、
希

望
日
の
1
週
間
前
ま
で
に
予
約

す
れ
ば
、
平
日
で
も
観
覧
可
能

〇
阿
賀
町
郷
土
資
料
館

〇
阿
賀
町
郷
土
資
料
館

日日
6
月
21
日
（
土
）
～
11
月
30

日
（
日
）
の
間
の
水
～
日
曜 

午

前
10
時
～
午
後
4
時
　　
※
月
・

火
曜
が
祝
日
に
当
た
る
場
合
は

開
館
、
そ
の
直
後
の
開
館
日
は

休
館
　
問問
生
涯
学
習
課 

文
化
行

政
係
　
☎
62
‐
５
３
２
２
　
IDID

＝＝
１
１
５
０
８

水
原
公
民
館

水
原
公
民
館

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示

◎◎  

水
原
郷
絵
を
描
く
会

水
原
郷
絵
を
描
く
会  

第第
6262
回
展
回
展

日日
６
月
24
日
（
火
）
～
29
日
（
日
） 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
初
日
は

午
後
１
時
か
ら
、
最
終
日
は
午
後

４
時
ま
で
）  

内内
絵
画
（
水
彩
画
、

油
彩
画
）
IDID
＝＝
８
３
７
１

◎
第
◎
第
2020
回回  

写
友
す
い
ば
ら
写
真
展

写
友
す
い
ば
ら
写
真
展

日日
７
月
2
日（
水
）～
6
日（
日
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
最
終

日
は
午
後
３
時
ま
で
）　
内内
写
真

約
50
点
　
IDID
＝＝
８
０
３
４

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

問問
水
原
公
民
館
　
☎
62
‐

２
０
２
８
　

あ
が
の
市
民
病
院

あ
が
の
市
民
病
院

七
夕
コ
ン
サ
ー
ト

日日
７
月
2
日
（
水
）
午
後
５
時

～
５
時
40
分
　
場場
あ
が
の
市
民

病
院 

２
階
「
ピ
ア
ノ
ホ
ー
ル
」

内内
ピ
ア
ノ
、
女
声
コ
ー
ラ
ス
向

日
葵
、
職
員
コ
ー
ラ
ス
な
ど
　

問問
あ
が
の
市
民
病
院 

総
務
課
　

☎
62
‐
２
７
８
０

Ｅ
Ｍ
と
も
の
会

Ｅ
Ｍ
と
も
の
会

食
べ
て
防
ご
う
認
知
症

講
演
会

日日
７
月
６
日
（
日
）
午
前
９
時

30
分
～
正
午
　
場場
水
原
保
健
セ

ン
タ
ー
２
階
「
研
修
室
」　
定定

１
５
０
人 

先
着
　
￥￥
５
０
０
円

講講
杉
本
一
朗
氏
（
脳
神
経
外
科

医
・
あ
か
ね
台
眼
科
脳
神
経
外

科
ク
リ
ニ
ッ
ク
理
事
長
）、
片

山
修
氏 

（
歯
科
医
）
後
援
＝

後
援
＝
阿

賀
野
市
　
申申
・
問問
Ｅ
Ｍ
と
も
の

会
事
務
局 

石
塚  

☎
０
９
０
‐

７
８
２
８
‐
８
９
５
５
（
午
前

8
時
～
午
後
６
時
）　
※
当
日
参

加
も
可
能
（
申
込
者
優
先
）

令
和
８
年
度
使
用

教
科
書
展
示

日日
６
月
17
日
（
火
）
～
７
月
２

日
（
水
）
午
前
９
時
～
午
後

９
時
　
※
月
曜
休
館
　
場場
新
発

田
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
１

階
「
エ
ー
ル
コ
ー
ナ
ー
」　
問問

新
発
田
教
科
書
セ
ン
タ
ー
　
☎

０
２
５
４
‐
22
‐
９
５
３
２

あ
が
の
音
市
楽
座

あ
が
の
音
市
楽
座

青
空
オ
ー
プ
ン
ス
テ
ー
ジ

　
ピ
ア
ノ
、弾
き
語
り
、ダ
ン
ス
、

お
笑
い
な
ど
を
野
外
で
の
オ
ー

プ
ン
ス
テ
ー
ジ
で
披
露
し
た
い

人
大
募
集
！

日日
７
月
13
日
（
日
）
正
午
～
受
け
付

け
　
場場
瓢
湖
水
き
ん
公
園
野
外
ス

テ
ー
ジ
　
申申
弾
き
語
り
な
ど
個
人

演
奏
は
当
日
受
け
付
け
（
先
着
順
）、

ダ
ン
ス
チ
ー
ム
な
ど
５
人
以
上
の
団

体
は
事
前
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。
詳
細

は
下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
あ
が
の
音
市
楽
座 

堀
川

☎
０
８
０
‐
４
９
５
２
‐

０
６
７
９

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System

農
業
者
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

農
業
者
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に
！

　
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、

今
年
の
11
月
か
ら
現
況
届
が
提

出
さ
れ
る
ま
で
、
年
金
の
支
払

い
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対対
①
経
営
移
譲
年
金
・
特
例
付

加
年
金
受
給
者
、
②
農
業
者
老

齢
年
金
受
給
者
　
※
①
の
対
象

者
で
、
現
況
届
を
初
め
て
提
出

す
る
人
は
、
農
業
所
得
の
申
告

な
ど
の
諸
名
義
が
経
営
移
譲
の

相
手
方
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
　

提
出
先
＝

提
出
先
＝
農
業
委
員
会
事
務
局

（
笹
神
支
所
内
）、
農
林
課
、
各

支
所
　
問問
農
業
委
員
会
事
務 

局
　
☎
62
‐
２
４
２
０  

提
出
期

提
出
期  

限
＝
限
＝
6
月
30
日
（
月
）   

IDID
＝＝

８
５
０
５
　

催
　
　し

催
　
　し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　集

募
　
　集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談
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夏
季
の
パ
ス
ポ
ー
ト

申
請
は
お
早
め
に

　
夏
休
み
に
向
け
て
パ
ス
ポ
ー

ト
の
申
請
が
増
え
、
窓
口
の
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
渡
航
を

予
定
し
て
い
る
人
は
、
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
か

ら
電
子
申
請
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
詳
細
は
下

記
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

◎
受
付
窓
口

◎
受
付
窓
口

　
市
役
所
1
階 

市
民
生
活
課
　

※
支
所
で
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

◎
受
付
時
間

◎
受
付
時
間

・・ 

申
請
・
交
付
…
月
曜
～
金
曜
、

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

・・ 

交
付
の
み
…
夜
間
役
所
開
設
時

（
第
1
・
第
3
水
曜
、
午
後
5

時
～
7
時
）

他他
申
請
か
ら
交
付
ま
で
は
、
2

週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。
　
　

※ 

電
子
申
請
の
場
合
は
審
査
終

了
後
に
交
付
予
定
日
が
決
ま

り
ま
す
。
　

問問
市
民
生
活
課 

市
民
係
　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
１
０
２
）

　

中
小
企
業
の
省
エ
ネ
設
備

導
入
を
支
援
し
ま
す

　
令
和
９
年
末
で
蛍
光
灯
が
生

産
終
了
に
な
り
ま
す
。

　
今
後
、
蛍
光
灯
の
入
手
が
困

難
と
な
る
た
め
、
本
補
助
金
を
活

用
し
て
事
業
所
の
照
明
を
Ｌ
Ｅ

Ｄ
照
明
へ
切
り
替
え
ま
せ
ん
か
。

対対
市
内
に
本
社
ま
た
は
事
業
所

を
有
す
る
中
小
企
業
者
ま
た
は

個
人
事
業
主
（
個
人
事
業
主

は
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
の

み
）    

補
助
金
額
＝

補
助
金
額
＝
補
助
対
象
設

備
総
額
（
税
抜
き
）
の
２
分
の

１
以
内
の
額
（
上
限
１
０
０
万

円
、
下
限
10
万
円
）  
※
１
事
業

者
１
回
限
り
　
他他
補
助
対
象
経

費
、
申
請
方
法
な

ど
詳
細
は
下
記
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
　
問問
商

工
観
光
課 

商
工
振
興
係
　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
３
５
１
）

下
水
道
の
早
期
接
続
を

支
援
し
ま
す

　
供
用
開
始
３
年
以
内
に
既
存

住
宅
の
下
水
道
接
続
工
事
を
行

う
人
に
対
し
、
工
事
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

○ 

補
助
対
象
者

（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
）

・ 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
、
ま

た
は
市
内
に
定
住
す
る
予
定

の
人

・ 

市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

○
補
助
対
象
住
宅

（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
住
宅
）

・ 

補
助
対
象
者
が
市
内
に
所
有

し
、
自
ら
居
住
し
て
い
る
一

戸
建
て
住
宅

・ 

補
助
対
象
者
が
居
住
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
一
戸
建
て

住
宅

※ 

共
同
住
宅
、
賃
貸
住
宅
は
除
く

※ 

店
舗
・
事
務
所
併
用
住
宅
の
場

合
は
住
宅
部
分
の
み
が
対
象

○ 

補
助
対
象
工
事

（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
工
事
）

・ 

新
た
に
排
水
設
備
を
設
置
す

る
工
事

・ 

排
水
設
備
の
設
置
に
伴
う
原

形
復
旧
の
た
め
の
工
事

・ 

排
水
設
備
を
設
置
す
る
た
め
に

必
要
な
工
事（
仮
設
ト
イ
レ
な
ど
）

○
施
工
業
者

・ 

市
が
指
定
す
る
排
水
設
備
工

事
指
定
工
事
店

○
補
助
金
額

・ 

補
助
対
象
工
事
費
の
３
分
の
１

（
限
度
額
10
万
円
）

※ 

過
去
に
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援

事
業
を
受
け
た
人
は
、
限
度
額

が
異
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

他他
必
ず
事
前
に
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
時
点
で
着
手
し
て
い

る
工
事
や
申
請
手
続
き
中
に
着

手
す
る
工
事
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

申申
申
請
書
類
を
上
下
水
道
局 

下

水
道
維
持
係
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
類
は
上
下
水
道

局 

下
水
道
窓
口
に
あ
る
ほ
か
、

下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問問
上
下
水
道
局 

下
水
道
維
持
係

☎
62
‐
２
８
３
３
　

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

整
備
を
支
援
し
ま
す

　
生
活
排
水
に
よ
る
水
質
汚
濁

を
防
止
、
生
活
環
境
の
保
全
を

図
る
た
め
、
合
併
処
理
浄
化
槽

の
設
置
に
必
要
な
費
用
を
補
助

し
ま
す
。

　
補
助
金
の
交
付
に
は
、
対
象
者

や
対
象
地
域
な
ど
の
条
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は

下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
確
認
、
ま

た
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

・
必
ず
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

・ 

過
去
に
こ
の
補
助
を
受
け
た

人
は
対
象
外
で
す
。

・ 

個
人
の
専
用
住
宅
・
併
用
住

宅
が
対
象
で
す
。

・ 

予
算
の
範
囲
内
で
の
交
付
と

な
る
た
め
、
設
置
予
定
者
は

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
上
下
水
道
局 

下
水
道
維
持
係

☎
62
‐
２
８
３
３
　
IDID
＝＝

２
１
６
４

募
　
　集

募
　
　集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　し

催
　
　し
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催
　
　し

催
　
　し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

募
　
　集

募
　
　集

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System
市
有
財
産
（
土
地
）
を

売
却
し
ま
す

◎◎  

阿阿
物物
売
却
第

売
却
第
11
号号  

物
件
物
件
11

売
却
物
件
＝

売
却
物
件
＝
南
安
野
町
１
７
８
７

番
11
～
13
、
南
安
野
町
２
０
７
８

番
2
、
山
口
字
下
道
２
２
１
７
番

2
、
下
条
字
下
タ
道
２
０
５
７
番

2
、
２
０
５
９
番
6
、
２
０
６
０
番

2
、
２
０
６
１
番
3
、
２
０
６
３
番

3
、
下
条
字
中
道
２
１
４
３
番
7
、

下
条
町
２
０
２
４
番
26
、
下
条
町

２
０
６
１
番
3
　
合
計
１
７
９
７
・

05
㎡
（
Ｊ
Ｒ
水
原
駅
西
口
前
）　

※
ま
と
め
て
の
売
り
払
い
に
な
り
ま
す
。

売
却
売
却
方
法
方
法
＝＝
一
般
競
争
入
札（
最

低
売
却
価
格
以
上
の
金
額
で
、

最
も
高
い
金
額
の
人
に
売
却
）　

他他
提
出
書
類
な

ど
詳
細
は
下
記

二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
市
役
所
３
階 

管
財
課
窓

口
の
実
施
要
領
に
て
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
　
問問
管
財
課 

財
産

管
理
係 

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内

線
２
３
６
３
）　
申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
7

月
7
日（
月
）　
※
郵
送
の
場
合
、

７
日
（
月
）
必
着

関
東
信
越
国
税
局

関
東
信
越
国
税
局

申
告
書
の
郵
送
先
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い

　
県
内
税
務
署
で
書
面
の
申
告

書
の
郵
送
先
が
変
更
に
な
っ
て

い
ま
す
。
書
面
で
郵
送
す
る
場

書
面
で
郵
送
す
る
場

合合
、
左
記
郵
送
先
に
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

◎
書
面
提
出
の
郵
送
先

◎
書
面
提
出
の
郵
送
先

〒
９
５
１
‐
８
６
２
５  

関
東

信
越
国
税
局 

業
務
セ
ン
タ
ー 

新
潟
分
室
　
※
住
所
不
要

他他
e
‐
Ｔ
a
x
（
デ
ー
タ
）
で

提
出
す
る
場
合
は
、
新
発
田
税

務
署
へ
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
証
明
書
の
交
付
、
面
接
に

よ
る
相
談
、
現
金
に
よ
る
国
税

の
納
付
な
ど
の
窓
口
対
応
は
、

新
発
田
税
務
署
で
行
い
ま
す
。

問問
新
発
田
税
務
署 

総
務
課
　
☎

０
２
５
４
‐
22
‐
３
１
６
１
（
自

動
音
声
２
番
）募募  

　集　集  

市
赤
十
字
奉
仕
団

市
赤
十
字
奉
仕
団

団
員
を
募
集
し
ま
す

　
市
赤
十
字
奉
仕
団
で
は
、
明

る
く
住
み
よ
い
社
会
を
築
き
上

げ
て
い
く
た
め
に
、
各
種
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
く

れ
る
仲
間
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

内内
地
域
防
災
訓
練
時
の
炊
き
出

し
訓
練
。
旧
町
村
区
域
で
分
団

を
設
け
、
分
団
ご
と
で
の
活
動
。

○ 

安
田
分
団
…
お
し
ぼ
り
タ
オ

ル
作
り
（
福
祉
施
設
へ
配
布
）

○ 

京
ヶ
瀬
分
団
…
雑
巾
づ
く
り

（
福
祉
施
設
、学
校
な
ど
へ
配
布
）

○ 

水
原
分
団
…
施
設
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
（
す
ば
る
ワ
ー
ク
セ

ン
タ
ー
訪
問
）、
瓢
湖
白
鳥
の

餌
の
パ
ン
切
り
、
あ
や
め
園

周
辺
の
草
取
り

○ 

笹
神
分
団
…
施
設
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
（
ゆ
う
き
の
里
訪
問
）、

高
齢
者
サ
ロ
ン
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

（
山
崎
ふ
れ
あ
い
広
場
）、
地
域

パ
ト
ロ
ー
ル
（
通
学
時
間
）

問問
社
会
福
祉
課 

福
祉
企
画
係

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
４
５
）
IDID
＝＝
８
４
８
５

安
田
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

安
田
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

プ
ー
ル
監
視
員
を
募
集

仕
事
内
容
＝

仕
事
内
容
＝
施
設
・
利
用
者
の

安
全
監
視
お
よ
び
受
付
、
清
掃

な
ど

雇
用
期
間
＝

雇
用
期
間
＝
7
月
24
日
（
木
）

～
8
月
31
日
（
日
）　
※
月

曜
を
除
く  

勤
務
日
＝

勤
務
日
＝
期
間

中
の
週
3
日
程
度  

募
集
人

募
集
人

員
＝
員
＝
12
人
　
採
用
条
件
＝

採
用
条
件
＝

安
田
B
＆
G
海
洋
セ
ン
タ
ー
で

実
施
す
る
救
急
安
全
講
習
会
を

受
講
す
る
こ
と

申申
電
話
ま
た
は
安
田
体
育
館

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。  

問問
安
田
体
育
館
　
☎
68
‐

３
０
０
６
　
申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
６
月

26
日
（
木
）

日日
　
場場
　
内内
　
対対
　
定定
　
￥￥

講講
　
持持
　
他他
　
申申
　
問問

＜勤務時間・賃金＞

勤務時間 賃金

午前８時30分~昼12時30分（４時間） 4,564 円

午後１時～５時（４時間） 4,564 円

午前８時 30 分～午後５時（7 時間 30 分） 8,558 円
※基本は１日勤務。通勤距離に応じて、交通費を支給。

水原駅

物件
場所

改札

至 あがの市民病院至 あがの市民病院
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● 対象者
　①ひとり親家庭の父母と児童　② 父母のいない児童を養育している人とその児童
　　 ※   どちらの場合も児童が 18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日まで
　　 ※下表の所得制限限度額を本人または親族どちらかが超える場合は対象外

  所得制限限度額  所得制限限度額

● �自己負担金額（一部負担金）

● 助成開始月  申請月の翌月から
問問�社会福祉課 児童福祉係　☎ 62‐2510（内線 2152）　ID ＝ID ＝ 7288

瓢
湖
の
夏
を
彩
る

瓢
湖
の
夏
を
彩
る

「
市
民
花
火
」
協
賛
者
募
集

　
阿
賀
野
市
大
花
火
大
会
の
華

「
フ
ァ
イ
ナ
ル
ス
タ
ー
マ
イ
ン
」

を
盛
大
に
打
上
げ
る
た
め
、
花

火
協
賛
金
を
募
集
し
ま
す
。

日日
８
月
25
日
（
月
）　
内内
阿
賀
野

市
大
花
火
大
会
の
フ
ァ
イ
ナ
ル

ス
タ
ー
マ
イ
ン
に
組
み
込
み
、
打

ち
上
げ
　
￥￥
２
千
円
～
／
口
　

申申
市
商
工
会
水
原
支
部
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
個
人
限
定
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
氏
名
の
ほ
か
、

20
字
以
内
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書

き
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
問問

市
民
花
火
実
行
委
員
会
（
市
商
工

会
水
原
支
部
）
☎
62
‐
２
０
４
７

申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
７
月
８
日
（
火
）

水
原
ま
つ
り

水
原
ま
つ
り

民
踊
流
し
の
「
地じ

か
た方

」

参
加
者
募
集
中 

!

　
水
原
ま
つ
り
の
民
踊
流
し
は
、

「
地
方
」
と
い
う
太
鼓
・
樽
・
笛
・

歌
い
手
に
よ
っ
て
、
水
原
甚
句

が
演
奏
さ
れ
、
踊
り
手
が
踊
り

ま
す
。
初
心
者
大
歓
迎
！
気
軽

に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

練
習
日
＝

練
習
日
＝
６
月
20
日
～
８
月
８

日
の
間
の
毎
週
金
曜
　
午
後
６

時
30
分
～
７
時
30
分
　
場場
福
祉

会
館
　
持持
飲
み
物
、
タ
オ
ル
　

申申
・
問問
あ
が
の
水
原
甚
句
保
存

会 

皆
川
　
☎
62
‐
２
８
４
１
、

斎
藤
　
☎
47
‐
７
３
３
３
　
IDID

＝＝
１
３
０
８
６

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　し

催
　
　し

通院費 530 円／日（医療費が 530 円に満たない場合は実費）
※同月内、同一医療機関で５回目からは無料　※児童は無料

調剤費 自己負担金なし

入院費 1,200 円／日　※児童は無料

ひとり親家庭の父または母と児童の医療費の助成を行っています。

扶養親族などの数 申請者本人の所得額 申請者と同居している親族の所得額

0 人 208 万円 236 万円

1 人 246 万円 274 万円

2 人 284 万円 312 万円

3 人以上 1 人増えるごとに 38 万円加算 1 人増えるごとに 38 万円加算

募
　
　集

募
　
　集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
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催
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催
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手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

募
　
　集

募
　
　集

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System

市
有
財
産
（
土
地
）
を

売
却
し
ま
す

◎◎  

阿阿
物物
売
却
第

売
却
第
11
号号  

物
件
物
件
11

売
却
物
件
＝

売
却
物
件
＝
南
安
野
町
１
７
８
７

番
11
～
13
、
南
安
野
町
２
０
７
８

番
2
、
山
口
字
下
道
２
２
１
７
番

2
、
下
条
字
下
タ
道
２
０
５
７
番

2
、
２
０
５
９
番
6
、
２
０
６
０
番

2
、
２
０
６
１
番
3
、
２
０
６
３
番

3
、
下
条
字
中
道
２
１
４
３
番
7
、

下
条
町
２
０
２
４
番
26
、
下
条
町

２
０
６
１
番
3
　
合
計
１
７
９
７
・

05
㎡
（
Ｊ
Ｒ
水
原
駅
西
口
前
）　

※
ま
と
め
て
の
売
り
払
い
に
な
り
ま
す
。

売
却
売
却
方
法
方
法
＝＝
一
般
競
争
入
札（
最

低
売
却
価
格
以
上
の
金
額
で
、

最
も
高
い
金
額
の
人
に
売
却
）　

他他
提
出
書
類
な

ど
詳
細
は
下
記

二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
市
役
所
３
階 

管
財
課
窓

口
の
実
施
要
領
に
て
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
　
問問
管
財
課 

財
産

管
理
係 

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内

線
２
３
６
３
）　
申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
7

月
7
日（
月
）　
※
郵
送
の
場
合
、

７
日
（
月
）
必
着

関
東
信
越
国
税
局

関
東
信
越
国
税
局

申
告
書
の
郵
送
先
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い

　
県
内
税
務
署
で
書
面
の
申
告

書
の
郵
送
先
が
変
更
に
な
っ
て

い
ま
す
。
書
面
で
郵
送
す
る
場

書
面
で
郵
送
す
る
場

合合
、
左
記
郵
送
先
に
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

◎
書
面
提
出
の
郵
送
先

◎
書
面
提
出
の
郵
送
先

〒
９
５
１
‐
８
６
２
５  

関
東

信
越
国
税
局 

業
務
セ
ン
タ
ー 

新
潟
分
室
　
※
住
所
不
要

他他
e
‐
Ｔ
a
x
（
デ
ー
タ
）
で

提
出
す
る
場
合
は
、
新
発
田
税

務
署
へ
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
証
明
書
の
交
付
、
面
接
に

よ
る
相
談
、
現
金
に
よ
る
国
税

の
納
付
な
ど
の
窓
口
対
応
は
、

新
発
田
税
務
署
で
行
い
ま
す
。

問問
新
発
田
税
務
署 

総
務
課
　
☎

０
２
５
４
‐
22
‐
３
１
６
１
（
自

動
音
声
２
番
）募募  

　集　集  

市
赤
十
字
奉
仕
団

市
赤
十
字
奉
仕
団

団
員
を
募
集
し
ま
す

　
市
赤
十
字
奉
仕
団
で
は
、
明

る
く
住
み
よ
い
社
会
を
築
き
上

げ
て
い
く
た
め
に
、
各
種
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
く

れ
る
仲
間
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

内内
地
域
防
災
訓
練
時
の
炊
き
出

し
訓
練
。
旧
町
村
区
域
で
分
団

を
設
け
、
分
団
ご
と
で
の
活
動
。

○ 

安
田
分
団
…
お
し
ぼ
り
タ
オ

ル
作
り
（
福
祉
施
設
へ
配
布
）

○ 

京
ヶ
瀬
分
団
…
雑
巾
づ
く
り

（
福
祉
施
設
、学
校
な
ど
へ
配
布
）

○ 

水
原
分
団
…
施
設
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
（
す
ば
る
ワ
ー
ク
セ

ン
タ
ー
訪
問
）、
瓢
湖
白
鳥
の

餌
の
パ
ン
切
り
、
あ
や
め
園

周
辺
の
草
取
り

○ 

笹
神
分
団
…
施
設
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
（
ゆ
う
き
の
里
訪
問
）、

高
齢
者
サ
ロ
ン
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

（
山
崎
ふ
れ
あ
い
広
場
）、
地
域

パ
ト
ロ
ー
ル
（
通
学
時
間
）

問問
社
会
福
祉
課 

福
祉
企
画
係

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
４
５
）
IDID
＝＝
８
４
８
５

安
田
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

安
田
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

プ
ー
ル
監
視
員
を
募
集

仕
事
内
容
＝

仕
事
内
容
＝
施
設
・
利
用
者
の

安
全
監
視
お
よ
び
受
付
、
清
掃

な
ど

雇
用
期
間
＝

雇
用
期
間
＝
7
月
24
日
（
木
）

～
8
月
31
日
（
日
）　
※
月

曜
を
除
く  

勤
務
日
＝

勤
務
日
＝
期
間

中
の
週
3
日
程
度  

募
集
人

募
集
人

員
＝
員
＝
12
人
　
採
用
条
件
＝

採
用
条
件
＝

安
田
B
＆
G
海
洋
セ
ン
タ
ー
で

実
施
す
る
救
急
安
全
講
習
会
を

受
講
す
る
こ
と

申申
電
話
ま
た
は
安
田
体
育
館

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。  

問問
安
田
体
育
館
　
☎
68
‐

３
０
０
６
　
申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
６
月

26
日
（
木
）

日日
　
場場
　
内内
　
対対
　
定定
　
￥￥

講講
　
持持
　
他他
　
申申
　
問問

＜勤務時間・賃金＞

勤務時間 賃金

午前８時30分~昼12時30分（４時間） 4,564 円

午後１時～５時（４時間） 4,564 円

午前８時 30 分～午後５時（7 時間 30 分） 8,558 円
※基本は１日勤務。通勤距離に応じて、交通費を支給。

水原駅

物件
場所

改札

至 あがの市民病院至 あがの市民病院
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●対象者
　①ひとり親家庭の父母と児童　② 父母のいない児童を養育している人とその児童
　　 ※   どちらの場合も児童が 18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日まで
　　 ※下表の所得制限限度額を本人または親族どちらかが超える場合は対象外

  所得制限限度額  所得制限限度額

● �自己負担金額（一部負担金）

●助成開始月  申請月の翌月から
問問�社会福祉課 児童福祉係　☎ 62‐2510（内線 2152）　ID ＝ID ＝ 7288

瓢
湖
の
夏
を
彩
る

瓢
湖
の
夏
を
彩
る

「
市
民
花
火
」
協
賛
者
募
集

　
阿
賀
野
市
大
花
火
大
会
の
華

「
フ
ァ
イ
ナ
ル
ス
タ
ー
マ
イ
ン
」

を
盛
大
に
打
上
げ
る
た
め
、
花

火
協
賛
金
を
募
集
し
ま
す
。

日日
８
月
25
日
（
月
）　
内内
阿
賀
野

市
大
花
火
大
会
の
フ
ァ
イ
ナ
ル

ス
タ
ー
マ
イ
ン
に
組
み
込
み
、
打

ち
上
げ
　
￥￥
２
千
円
～
／
口
　

申申
市
商
工
会
水
原
支
部
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
個
人
限
定
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
氏
名
の
ほ
か
、

20
字
以
内
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書

き
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
問問

市
民
花
火
実
行
委
員
会
（
市
商
工

会
水
原
支
部
）
☎
62
‐
２
０
４
７

申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
７
月
８
日
（
火
）

水
原
ま
つ
り

水
原
ま
つ
り

民
踊
流
し
の
「
地じ

か
た方
」

参
加
者
募
集
中 

!

　
水
原
ま
つ
り
の
民
踊
流
し
は
、

「
地
方
」
と
い
う
太
鼓
・
樽
・
笛
・

歌
い
手
に
よ
っ
て
、
水
原
甚
句

が
演
奏
さ
れ
、
踊
り
手
が
踊
り

ま
す
。
初
心
者
大
歓
迎
！
気
軽

に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

練
習
日
＝

練
習
日
＝
６
月
20
日
～
８
月
８

日
の
間
の
毎
週
金
曜
　
午
後
６

時
30
分
～
７
時
30
分
　
場場
福
祉

会
館
　
持持
飲
み
物
、
タ
オ
ル
　

申申
・
問問
あ
が
の
水
原
甚
句
保
存

会 

皆
川
　
☎
62
‐
２
８
４
１
、

斎
藤
　
☎
47
‐
７
３
３
３
　
IDID

＝＝
１
３
０
８
６

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　し

催
　
　し

通院費 530 円／日（医療費が 530 円に満たない場合は実費）
※同月内、同一医療機関で５回目からは無料　※児童は無料

調剤費 自己負担金なし

入院費 1,200 円／日　※児童は無料

ひとり親家庭の父または母と児童の医療費の助成を行っています。

扶養親族などの数 申請者本人の所得額 申請者と同居している親族の所得額

0 人 208 万円 236 万円

1 人 246 万円 274 万円

2 人 284 万円 312 万円

3 人以上 1 人増えるごとに 38 万円加算 1 人増えるごとに 38 万円加算
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◎特別児童扶養手当◎特別児童扶養手当
　精神または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るため支給します。

対象者
・

支給要件

○対象者
　 在宅で心身に重度または中度の障がいがある 20 歳未満の児童を養育している保

護者（所得制限あり）。
○支給要件
　�医師の診断書が必要です。ただし、療育手帳（A 判定）を持っている児童は、診

断書を省略できる場合があります。

支給金額 １級…月額５万 6,800 円　／　２級…月額３万 7,830 円

支給開始 認定請求した月の翌月分から支給。支払い月は４・８・11 月

問問 社会福祉課 障がい福祉係　☎ 62‐2510（内線 2156）　ID ＝ID＝ 7163

◎児童扶養手当◎児童扶養手当
　父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童に対して支給します。

問問 社会福祉課 児童福祉係　☎ 62‐2510（内線 2152）　ID ＝ID＝ 1436

対象者
・

支給要件

○対象者
18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日までの間にある児童または 20 歳未満の障
がいの状態にある児童を養育している父、母、あるいは児童を養育している保護者（所
得制限あり）。
○支給要件

○次のような場合、支給されません
　① 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりした場合
　② 児童が、父または母の配偶者（事実婚を含む）に養育されているとき
　　（父または母の配偶者に重度の障がいがある場合を除く）

支給金額 児童数や所得に応じて決定。児童が１人で全部支給の場合は、月額４万 6,690 円

支給開始 認定請求した月の翌月分から支給。支払い月は 5・7・9・11・1・3 月

① 父母が婚姻を解消した児童
② 父または母が死亡した児童
③ 父または母に重度の障がいがある児童
④ 父または母の生死が明らかでない児童
⑤  父または母に１年以上遺棄されてい

る児童

⑥  父または母が裁判所からの DV 保護
命令を受けた児童

⑦  父または母が法令により１年以上拘
禁されている児童

⑧ 婚姻しないで生まれた児童
⑨ 父母ともに不明である児童（孤児など）

児 童 扶 養 手 当 制児 童 扶 養 手 当 制 度度
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◎市立児童クラブ◎市立児童クラブ
児童クラブ
・

問い合わせ

やすだ児童クラブ（保田） ☎ 68‐1104

コスモス児童クラブ ( 姥ケ橋 ) ☎ 67‐3172

実施期間 1 学期給食最終日の翌日～夏休み最終日
※日曜・祝日 及び 8 月 13 日（水）から８月 16 日（土）までは休業

実施時間 基本開設時間：午前８時～午後６時
延長開設時間：午前７時 30 分～８時、午後６時～７時

対象児童 夏休み期間の日中に、保育する人がいない市内小学生

負担金

850 円×利用日数
延長利用：30 分につき 100 円
※学校がある日は 1 日 350 円になります。
※今年度初めて利用する人は、別途保険料 800 円が必要です。

必要書類
①夏季特別保育申請書、②就労証明書、③祖父母状況書
※各児童クラブに問い合わせし、来所または右記二次元コード
　から取得してください。

申し込み 申請書に必要事項を記入の上、やすだ児童クラブ、コスモス児童クラブ
に提出してください。

その他 入会承認書などは、7月中旬頃保護者宛てに送付します

申込期限 ６月 27 日（金）

◎私立児童クラブ◎私立児童クラブ

児童クラブ
・

問い合わせ

ひまわり笑楽館（学校町） ☎ 62‐2245

おとぎのくに児童クラブ ( 金田町） ☎ 080‐9558‐5322

あやめ優誠館 ( 野地城 ) ☎ 62‐3685（午前９時～午後３時）
☎ 25‐7905（午後３時～５時）

風の子児童クラブ（保田） ☎ 090‐2244‐2594

神山児童クラブ ( 山倉） ☎ 080‐9218‐1566

対象児童 夏休み期間の日中に、保育する人がいない市内小学生

その他
・期間・金額・申し込み方法などは各施設に直接問い合わせください。
・申請書は各施設にあります。
・定員超過の場合、入会できない場合があります。
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夏季特別保育夏季特別保育  を 実 施実 施   します
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◎特別児童扶養手当◎特別児童扶養手当
　精神または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るため支給します。

対象者
・

支給要件

○対象者
　 在宅で心身に重度または中度の障がいがある 20 歳未満の児童を養育している保

護者（所得制限あり）。
○支給要件
　�医師の診断書が必要です。ただし、療育手帳（A 判定）を持っている児童は、診

断書を省略できる場合があります。

支給金額 １級…月額５万 6,800 円　／　２級…月額３万 7,830 円

支給開始 認定請求した月の翌月分から支給。支払い月は４・８・11 月

問問 社会福祉課 障がい福祉係　☎ 62‐2510（内線 2156）　ID ＝ID＝ 7163

◎児童扶養手当◎児童扶養手当
　父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童に対して支給します。

問問 社会福祉課 児童福祉係　☎ 62‐2510（内線 2152）　ID ＝ID＝ 1436

対象者
・

支給要件

○対象者
18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日までの間にある児童または 20 歳未満の障
がいの状態にある児童を養育している父、母、あるいは児童を養育している保護者（所
得制限あり）。
○支給要件

○次のような場合、支給されません
　① 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりした場合
　② 児童が、父または母の配偶者（事実婚を含む）に養育されているとき
　　（父または母の配偶者に重度の障がいがある場合を除く）

支給金額 児童数や所得に応じて決定。児童が１人で全部支給の場合は、月額４万 6,690 円

支給開始 認定請求した月の翌月分から支給。支払い月は 5・7・9・11・1・3 月

① 父母が婚姻を解消した児童
② 父または母が死亡した児童
③ 父または母に重度の障がいがある児童
④ 父または母の生死が明らかでない児童
⑤  父または母に１年以上遺棄されてい

る児童

⑥  父または母が裁判所からの DV 保護
命令を受けた児童

⑦  父または母が法令により１年以上拘
禁されている児童

⑧ 婚姻しないで生まれた児童
⑨ 父母ともに不明である児童（孤児など）

児 童 扶 養 手 当 制児 童 扶 養 手 当 制 度度

催
　
　し

催
　
　し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

募
　
　集

募
　
　集
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◎市立児童クラブ◎市立児童クラブ
児童クラブ
・

問い合わせ

やすだ児童クラブ（保田） ☎ 68‐1104

コスモス児童クラブ ( 姥ケ橋 ) ☎ 67‐3172

実施期間 1 学期給食最終日の翌日～夏休み最終日
※日曜・祝日 及び 8 月 13 日（水）から８月 16 日（土）までは休業

実施時間 基本開設時間：午前８時～午後６時
延長開設時間：午前７時 30 分～８時、午後６時～７時

対象児童 夏休み期間の日中に、保育する人がいない市内小学生

負担金

850 円×利用日数
延長利用：30 分につき 100 円
※学校がある日は 1 日 350 円になります。
※今年度初めて利用する人は、別途保険料 800 円が必要です。

必要書類
①夏季特別保育申請書、②就労証明書、③祖父母状況書
※各児童クラブに問い合わせし、来所または右記二次元コード
　から取得してください。

申し込み 申請書に必要事項を記入の上、やすだ児童クラブ、コスモス児童クラブ
に提出してください。

その他 入会承認書などは、7月中旬頃保護者宛てに送付します

申込期限 ６月 27 日（金）

◎私立児童クラブ◎私立児童クラブ

児童クラブ
・

問い合わせ

ひまわり笑楽館（学校町） ☎ 62‐2245

おとぎのくに児童クラブ ( 金田町） ☎ 080‐9558‐5322

あやめ優誠館 ( 野地城 ) ☎ 62‐3685（午前９時～午後３時）
☎ 25‐7905（午後３時～５時）

風の子児童クラブ（保田） ☎ 090‐2244‐2594

神山児童クラブ ( 山倉） ☎ 080‐9218‐1566

対象児童 夏休み期間の日中に、保育する人がいない市内小学生

その他
・期間・金額・申し込み方法などは各施設に直接問い合わせください。
・申請書は各施設にあります。
・定員超過の場合、入会できない場合があります。
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　集
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祉
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ツ
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ら
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・
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談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　し

催
　
　し

夏季特別保育夏季特別保育  を 実 施実 施   します



8広報あがの「お知らせ版」令和 7年 6月 15日号

健
康
健
康・・福
祉
福
祉

H
ealth･ W

elfare

市
の
集
団
健
診
（
健
診
・

が
ん
検
診
）
が
始
ま
り
ま
す

　
市
で
は
、
健
康
で
元
気
に
過

ご
せ
る
よ
う
に
、
各
種
健
康
診
査

や
が
ん
検
診
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
問
診
票
発
送
時
期

◎
問
診
票
発
送
時
期

安
田
・
京
ヶ
瀬
・
笹
神
地
区
…

6
月
初
旬
頃

水
原
地
区
…
6
月
中
旬
頃

◎
日
程
お
よ
び
健
診
会
場

◎
日
程
お
よ
び
健
診
会
場

笹
神
地
区
…

笹
神
地
区
…
６
月
30
日
（
月
）
～

7
月
４
日
（
金
）
／
ふ
れ
あ
い
会
館

安
田
地
区
…

安
田
地
区
…
7
月
７
日
（
月
）

～
11
日
（
金
）
／
安
田
体
育
館

京
ヶ
瀬
地
区
…

京
ヶ
瀬
地
区
…
7
月
15
日
（
火
）

～
18
日
（
金
）
／
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
京
和
荘

水
原
地
区
…

水
原
地
区
…
8
月
26
日
（
火
）
～

9
月
５
日（
金
）　
※
8
月
30
日（
土
）

は
除
く
／
水
原
保
健
セ
ン
タ
ー

追
加
健
診

追
加
健
診
……
11
月
６
日
（
木
）
～

10
日
（
月
）　
※
11
月
8
日
（
土
）

は
除
く
／
水
原
保
健
セ
ン
タ
ー
　
受受

付
時
間
＝

付
時
間
＝
各
日
午
前
8
時
～
10
時

他他
申
し
込
み
済
み
の
人
に
は
、
受

診
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
問
診
票

な
ど
を
郵
送
し
ま
す
。
ま
だ
申
し

込
み
を
し
て
い
な

い
人
は
、
下
記
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら

申
請
ま
た
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。 

申申
・
問問
健
康
推
進
課 

成

人
係  

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
６
１
１
、２
６
２
2
）　
IDID
＝＝

２
２
８
７

あ
が
の
市
民
病
院

あ
が
の
市
民
病
院

7
月
糖
尿
病
教
室

◎
第
１
回

◎
第
１
回

日日
7
月
10
日
（
木
）
午
後
2
時

～
3
時
　
内内
糖
尿
病
の
診
断
と

治
療
、
糖
尿
病
の
臨
床
検
査
　

講講
安
部
医
師
、
検
査
技
師

◎
第
２
回

◎
第
２
回

日日
７
月
24
日
（
木
）
午
後
2
時

～
３
時
　
内内
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食

事
、
糖
尿
病
の
薬
の
話
　
講講
管

理
栄
養
士
、
薬
剤
師

◎
第
３
回

◎
第
３
回

日日
7
月
31
日
（
木
）
午
後
2
時
～

3
時
　
内内
糖
尿
病
の
た
め
の
運
動

療
法
、
シ
ッ
ク
デ
イ
・
フ
ッ
ト
ケ

ア
　
講講
理
学
療
法
士
、
看
護
師

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

場場
あ
が
の
市
民
病
院
2
階
「
講
堂
」

定定
各
回
20
人
程
度
　
申申
・
問問
あ
が

の
市
民
病
院
　
☎
62‐２
９
０
０（
平

日
午
後
2
時
30
分
～
4
時
30
分
）　

申
込
開
始

申
込
開
始
＝＝
6
月
16
日
（
月
）

帯
状
疱
疹
予
防
接
種

帯
状
疱
疹
予
防
接
種

実
施
医
療
機
関
拡
大

　
６
月
１
日
か
ら
、
次
の
医
療

機
関
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

◎
追
加
さ
れ
た
医
療
機
関

◎
追
加
さ
れ
た
医
療
機
関

・ 

京
ヶ
瀬
診
療
所
…
☎
67
‐

４
３
５
６

他他
接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、
必

ず
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。
　
問問
健

康
推
進
課
　
健
康
づ
く
り
係
　
☎

62
‐
２
５
１
０
（
内
線
２
６
３
７
）

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

ス
ワ
ン
ミ
ニ
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

ス
ワ
ン
ミ
ニ
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

ミ
ニ
テ
ニ
ス
教
室

日日
7
月
5
日
（
土
）
午
後
７
時
～

９
時
　
場場
水
原
小
学
校
体
育
館
　

持持
上
履
き
、
飲
み
物
、
タ
オ
ル  

申申

・
問問
ス
ワ
ン
ミ
ニ
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ
　

長
谷
川
　
☎
０
９
０
‐
２
７
４
６
‐

０
２
１
３
　
申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
7
月
2

日
（
水
）　
※
当
日
参
加
も
可
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手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
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育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
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ス
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ツ

ス
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ツ
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く
ら
し
・
相
談

募
　
　集

募
　
　集

支給方法＝ 支給方法＝ ２・５・８・11 月に前月までの 3
カ月分を本人名義の口座に振り込
みます（申請月の翌月から）。　

他他 申請方法などの詳細は問い合わせてください。
問問 社会福祉課 障がい福祉係
 　☎ 62‐2510（内線 2157）

知っていますか？知っていますか？

特別障害者手当・障害児福祉手当
　下表の要件に該当する人に、手当を支給しています。

特別障害者手当 (ID=7157)特別障害者手当 (ID=7157) 障害児福祉手当 (ID=7159)障害児福祉手当 (ID=7159)

要件

日常生活で常時特別な介護を必要とする状態
にあり、著しく重度の障がいを重複して有する
20 歳以上で、次の①～③すべてに該当する人

日常生活で常時介護を必要とする状態に
あり、重度の障がいを有する 20 歳未満
で、次の①～③すべてに該当する人

① 障がいの程度が基準に該当する人（所定の診断書が必要）
② 本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が基準額以内の人
③在宅で生活している人

手当額 29,590 円／月 16,100 円／月
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く
ら
し
く
ら
し・・相
談
相
談

Life･ Consultation

ご
み
シ
ー
ル
を
配
布
し
ま
す

　
６
月
16
日
（
月
）
か
ら
、
令
和

７
年
下
半
期
（
７
～
12
月
）
分
の

シ
ー
ル
を
順
次
配
布
し
ま
す
。

※
2
歳
以
下
の
乳
幼
児
が
い
る
世

　
帯
は
、
右
表
の
枚
数
に
3
シ
ー

　
ト
を
加
算
し
ま
す
。

※ 

ご
み
は
収
集
日
の
当
日
午
前
８

時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

他他
詳
細
は
下
記
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
市
民
生
活
課 

環
境
係
　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
１
０
８
）

IDID
＝＝
２
５
８
４

阿
賀
野
市
暮
ら
し
の
便
利
帳

阿
賀
野
市
暮
ら
し
の
便
利
帳

電
子
書
籍
版
を
公
開

　
市
政
施
行
20
周
年
を
記
念
し
て

発
行
し
た
「
阿
賀
野
市 

暮
ら
し
の

便
利
帳
」
が
、
パ
ソ
コ
ン
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
下
記
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　
冊
子
に
つ
い
て
は
5
月
下
旬
ま

で
に
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
（
郵
便
受
け

に
投
函
）
に
よ
り
配
布
し
ま
し
た

が
、
ま
だ
届
い
て
い
な
い
場
合
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問問
市
長
政
策
・
市
民
協
働
課 

秘
書
広
報
広
聴
係
　
☎
61
‐

２
５
０
２

植
え
て
は
い
け
な
い

ケ
シ
に
注
意

　
ケ
シ
の
仲
間
に
は
、
法
律
で

栽
培
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
違
法
な
ケ
シ
ま

た
は
似
て
い
る
植
物
を
発
見
し

た
と
き
は
保
健
所
に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

◎◎
違
法
な
ケ
シ
の
特
徴

違
法
な
ケ
シ
の
特
徴

・・ 

葉
、
茎
、
つ
ぼ
み
が
キ
ャ
ベ

ツ
の
葉
の
よ
う
な
白
味
を
帯

び
た
緑
色
を
し
て
い
る

・・  

葉
、
茎
、
つ
ぼ
み
の
表
面
に

ほ
と
ん
ど
毛
が
な
い

・・  

葉
は
茎
を
巻
き
込
む
よ
う
な

形
で
付
い
て
い
る

問問
新
発
田
地
域
振
興
局 

健
康
福

祉
環
境
部
（
新
発
田
保
健
所
）　

☎
０
２
５
４
‐
26
‐
９
６
５
１

就
職
相
談
会

日日
７
月
１
日
（
火
）、
15
日
（
火
）

午
後
2
時
～
4
時
　
場場
水
原
公

民
館
　
対対
15
～
49
歳
で
就
業
し
て

い
な
い
人
　
内内
面
接
対
応
、
履
歴

書
の
添
削
、
就
職
に
関
す
る
相

談
な
ど
　
他他
前
日
ま
で
に
電
話
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
　
申申
・

問問
下
越
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
（
新
発
田
市
）　
☎

０
２
５
４
‐
28
‐
８
７
３
５

大
日
原
演
習
場
訓
練
予
定

射
撃
訓
練
＝

射
撃
訓
練
＝
７
月
１
日
（
火
）

～
３
日
（
木
）
午
前
8
時
～
午

後
５
時
、
7
日
（
月
）
～
18
日

（
金
）
午
前
8
時
～
午
後
9
時
　

空
包
等
訓
練
＝

空
包
等
訓
練
＝
7
月
４
日
（
金
）

～
11
日
（
金
）
午
前
8
時
～
午

後
５
時
　
問問
新
発
田
駐
屯
地
　

☎
０
２
５
４
‐
22
‐
３
１
５
１

原
付
実
技
講
習

日日
７
月
13
日
（
日
）
午
前
8
時

30
分
～
正
午
　
場場
水
原
自
動

車
学
校  

必
要
書
類

必
要
書
類
＝＝
身
分
証

明
書
（
健
康
保
険
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）　
￥￥

５
２
５
０
円  
申申
・
問問
市
交
通

安
全
協
会
　
☎
62
‐
０
５
３
６
、

申
込
申
込
期
限
＝

期
限
＝
６
月
30
日
（
月
）

催
　
　し

催
　
　し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　集

募
　
　集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

相談は無料です。相談は無料です。
気軽に相談気軽に相談してしてください。ください。

◎弁護士による法律相談◎弁護士による法律相談（ID ＝ID ＝ 2604） 要予約
日日  7 月 2 日（水）
午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分（1 人 30 分）
場 場  市役所 1 階「相談室」
◎行政相談員による行政相談◎行政相談員による行政相談（ID ＝ID ＝ 2604） 要予約
日日  7 月 10 日（木）
午前 10 時～正午
場 場  市役所 1 階「相談室」

※ 要電話予約。予約を取り消す場合も連絡してください。
※ 相談に来る際は、要点をまとめ、関係資料があれば持参して

ください。
≪ お急ぎの人は、次の機関をご利用ください≫
① 法テラス新潟　☎ 0570‐078‐328 平日午前 9 時～午後 5 時
② 新潟県弁護士会　☎ 025‐222‐5533 平日午前 9時～午後 5時

申申・問問  市民生活課 相談係　☎ 62‐2510（内線 2106）

世帯員数 配布枚数

1 人 50 枚（5 シート）

2 ～ 3 人 70 枚（7 シート）

4 ～ 5 人 80 枚（8 シート）

6 ～ 7 人 90 枚（9 シート）

8 人以上 100 枚（10 シート）
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健
康
健
康・・福
祉
福
祉

H
ealth･ W

elfare

市
の
集
団
健
診
（
健
診
・

が
ん
検
診
）
が
始
ま
り
ま
す

　
市
で
は
、
健
康
で
元
気
に
過

ご
せ
る
よ
う
に
、
各
種
健
康
診
査

や
が
ん
検
診
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
問
診
票
発
送
時
期

◎
問
診
票
発
送
時
期

安
田
・
京
ヶ
瀬
・
笹
神
地
区
…

6
月
初
旬
頃

水
原
地
区
…
6
月
中
旬
頃

◎
日
程
お
よ
び
健
診
会
場

◎
日
程
お
よ
び
健
診
会
場

笹
神
地
区
…

笹
神
地
区
…
６
月
30
日
（
月
）
～

7
月
４
日
（
金
）
／
ふ
れ
あ
い
会
館

安
田
地
区
…

安
田
地
区
…
7
月
７
日
（
月
）

～
11
日
（
金
）
／
安
田
体
育
館

京
ヶ
瀬
地
区
…

京
ヶ
瀬
地
区
…
7
月
15
日
（
火
）

～
18
日
（
金
）
／
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
京
和
荘

水
原
地
区
…

水
原
地
区
…
8
月
26
日
（
火
）
～

9
月
５
日（
金
）　
※
8
月
30
日（
土
）

は
除
く
／
水
原
保
健
セ
ン
タ
ー

追
加
健
診

追
加
健
診
……
11
月
６
日
（
木
）
～

10
日
（
月
）　
※
11
月
8
日
（
土
）

は
除
く
／
水
原
保
健
セ
ン
タ
ー
　
受受

付
時
間
＝

付
時
間
＝
各
日
午
前
8
時
～
10
時

他他
申
し
込
み
済
み
の
人
に
は
、
受

診
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
問
診
票

な
ど
を
郵
送
し
ま
す
。
ま
だ
申
し

込
み
を
し
て
い
な

い
人
は
、
下
記
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら

申
請
ま
た
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。 

申申
・
問問
健
康
推
進
課 

成

人
係  

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
６
１
１
、２
６
２
2
）　
IDID
＝＝

２
２
８
７

あ
が
の
市
民
病
院

あ
が
の
市
民
病
院

7
月
糖
尿
病
教
室

◎
第
１
回

◎
第
１
回

日日
7
月
10
日
（
木
）
午
後
2
時

～
3
時
　
内内
糖
尿
病
の
診
断
と

治
療
、
糖
尿
病
の
臨
床
検
査
　

講講
安
部
医
師
、
検
査
技
師

◎
第
２
回

◎
第
２
回

日日
７
月
24
日
（
木
）
午
後
2
時

～
３
時
　
内内
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食

事
、
糖
尿
病
の
薬
の
話
　
講講
管

理
栄
養
士
、
薬
剤
師

◎
第
３
回

◎
第
３
回

日日
7
月
31
日
（
木
）
午
後
2
時
～

3
時
　
内内
糖
尿
病
の
た
め
の
運
動

療
法
、
シ
ッ
ク
デ
イ
・
フ
ッ
ト
ケ

ア
　
講講
理
学
療
法
士
、
看
護
師

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

場場
あ
が
の
市
民
病
院
2
階
「
講
堂
」

定定
各
回
20
人
程
度
　
申申
・
問問
あ
が

の
市
民
病
院
　
☎
62‐２
９
０
０（
平

日
午
後
2
時
30
分
～
4
時
30
分
）　

申
込
開
始

申
込
開
始
＝＝
6
月
16
日
（
月
）

帯
状
疱
疹
予
防
接
種

帯
状
疱
疹
予
防
接
種

実
施
医
療
機
関
拡
大

　
６
月
１
日
か
ら
、
次
の
医
療

機
関
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

◎
追
加
さ
れ
た
医
療
機
関

◎
追
加
さ
れ
た
医
療
機
関

・ 

京
ヶ
瀬
診
療
所
…
☎
67
‐

４
３
５
６

他他
接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、
必

ず
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。
　
問問
健

康
推
進
課
　
健
康
づ
く
り
係
　
☎

62
‐
２
５
１
０
（
内
線
２
６
３
７
）

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

ス
ワ
ン
ミ
ニ
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

ス
ワ
ン
ミ
ニ
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

ミ
ニ
テ
ニ
ス
教
室

日日
7
月
5
日
（
土
）
午
後
７
時
～

９
時
　
場場
水
原
小
学
校
体
育
館
　

持持
上
履
き
、
飲
み
物
、
タ
オ
ル  

申申

・
問問
ス
ワ
ン
ミ
ニ
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ
　

長
谷
川
　
☎
０
９
０
‐
２
７
４
６
‐

０
２
１
３
　
申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
7
月
2

日
（
水
）　
※
当
日
参
加
も
可

催
　
　し

催
　
　し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

募
　
　集

募
　
　集

支給方法＝ 支給方法＝ ２・５・８・11 月に前月までの 3
カ月分を本人名義の口座に振り込
みます（申請月の翌月から）。　

他他 申請方法などの詳細は問い合わせてください。
問問 社会福祉課 障がい福祉係
 　☎ 62‐2510（内線 2157）

知っていますか？知っていますか？

特別障害者手当・障害児福祉手当
　下表の要件に該当する人に、手当を支給しています。

特別障害者手当 (ID=7157)特別障害者手当 (ID=7157) 障害児福祉手当 (ID=7159)障害児福祉手当 (ID=7159)

要件

日常生活で常時特別な介護を必要とする状態
にあり、著しく重度の障がいを重複して有する
20 歳以上で、次の①～③すべてに該当する人

日常生活で常時介護を必要とする状態に
あり、重度の障がいを有する 20 歳未満
で、次の①～③すべてに該当する人

① 障がいの程度が基準に該当する人（所定の診断書が必要）
② 本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が基準額以内の人
③在宅で生活している人

手当額 29,590 円／月 16,100 円／月

9 広報あがの「お知らせ版」令和 7年 6月 15日号

く
ら
し
く
ら
し・・相
談
相
談

Life･ Consultation
ご
み
シ
ー
ル
を
配
布
し
ま
す

　
６
月
16
日
（
月
）
か
ら
、
令
和

７
年
下
半
期
（
７
～
12
月
）
分
の

シ
ー
ル
を
順
次
配
布
し
ま
す
。

※
2
歳
以
下
の
乳
幼
児
が
い
る
世

　
帯
は
、
右
表
の
枚
数
に
3
シ
ー

　
ト
を
加
算
し
ま
す
。

※ 

ご
み
は
収
集
日
の
当
日
午
前
８

時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

他他
詳
細
は
下
記
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
市
民
生
活
課 

環
境
係
　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
１
０
８
）

IDID
＝＝
２
５
８
４

阿
賀
野
市
暮
ら
し
の
便
利
帳

阿
賀
野
市
暮
ら
し
の
便
利
帳

電
子
書
籍
版
を
公
開

　
市
政
施
行
20
周
年
を
記
念
し
て

発
行
し
た
「
阿
賀
野
市 

暮
ら
し
の

便
利
帳
」
が
、
パ
ソ
コ
ン
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
下
記
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　
冊
子
に
つ
い
て
は
5
月
下
旬
ま

で
に
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
（
郵
便
受
け

に
投
函
）
に
よ
り
配
布
し
ま
し
た

が
、
ま
だ
届
い
て
い
な
い
場
合
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問問
市
長
政
策
・
市
民
協
働
課 

秘
書
広
報
広
聴
係
　
☎
61
‐

２
５
０
２

植
え
て
は
い
け
な
い

ケ
シ
に
注
意

　
ケ
シ
の
仲
間
に
は
、
法
律
で

栽
培
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
違
法
な
ケ
シ
ま

た
は
似
て
い
る
植
物
を
発
見
し

た
と
き
は
保
健
所
に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

◎◎
違
法
な
ケ
シ
の
特
徴

違
法
な
ケ
シ
の
特
徴

・・ 

葉
、
茎
、
つ
ぼ
み
が
キ
ャ
ベ

ツ
の
葉
の
よ
う
な
白
味
を
帯

び
た
緑
色
を
し
て
い
る

・・  

葉
、
茎
、
つ
ぼ
み
の
表
面
に

ほ
と
ん
ど
毛
が
な
い

・・  

葉
は
茎
を
巻
き
込
む
よ
う
な

形
で
付
い
て
い
る

問問
新
発
田
地
域
振
興
局 

健
康
福

祉
環
境
部
（
新
発
田
保
健
所
）　

☎
０
２
５
４
‐
26
‐
９
６
５
１

就
職
相
談
会

日日
７
月
１
日
（
火
）、
15
日
（
火
）

午
後
2
時
～
4
時
　
場場
水
原
公

民
館
　
対対
15
～
49
歳
で
就
業
し
て

い
な
い
人
　
内内
面
接
対
応
、
履
歴

書
の
添
削
、
就
職
に
関
す
る
相

談
な
ど
　
他他
前
日
ま
で
に
電
話
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
　
申申
・

問問
下
越
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
（
新
発
田
市
）　
☎

０
２
５
４
‐
28
‐
８
７
３
５

大
日
原
演
習
場
訓
練
予
定

射
撃
訓
練
＝

射
撃
訓
練
＝
７
月
１
日
（
火
）

～
３
日
（
木
）
午
前
8
時
～
午

後
５
時
、
7
日
（
月
）
～
18
日

（
金
）
午
前
8
時
～
午
後
9
時
　

空
包
等
訓
練
＝

空
包
等
訓
練
＝
7
月
４
日
（
金
）

～
11
日
（
金
）
午
前
8
時
～
午

後
５
時
　
問問
新
発
田
駐
屯
地
　

☎
０
２
５
４
‐
22
‐
３
１
５
１

原
付
実
技
講
習

日日
７
月
13
日
（
日
）
午
前
8
時

30
分
～
正
午
　
場場
水
原
自
動

車
学
校  

必
要
書
類

必
要
書
類
＝＝
身
分
証

明
書
（
健
康
保
険
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）　
￥￥

５
２
５
０
円  

申申
・
問問
市
交
通

安
全
協
会
　
☎
62
‐
０
５
３
６
、

申
込
申
込
期
限
＝

期
限
＝
６
月
30
日
（
月
）

催
　
　し

催
　
　し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　集

募
　
　集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

相談は無料です。相談は無料です。
気軽に相談気軽に相談してしてください。ください。

◎弁護士による法律相談◎弁護士による法律相談（ID ＝ID ＝ 2604） 要予約
日日  7 月 2 日（水）
午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分（1 人 30 分）
場 場  市役所 1 階「相談室」
◎行政相談員による行政相談◎行政相談員による行政相談（ID ＝ID ＝ 2604） 要予約
日日  7 月 10 日（木）
午前 10 時～正午
場 場  市役所 1 階「相談室」

※ 要電話予約。予約を取り消す場合も連絡してください。
※ 相談に来る際は、要点をまとめ、関係資料があれば持参して

ください。
≪ お急ぎの人は、次の機関をご利用ください≫
① 法テラス新潟　☎ 0570‐078‐328 平日午前 9 時～午後 5 時
② 新潟県弁護士会　☎ 025‐222‐5533 平日午前 9時～午後 5時

申申・問問  市民生活課 相談係　☎ 62‐2510（内線 2106）

世帯員数 配布枚数

1 人 50 枚（5 シート）

2 ～ 3 人 70 枚（7 シート）

4 ～ 5 人 80 枚（8 シート）

6 ～ 7 人 90 枚（9 シート）

8 人以上 100 枚（10 シート）
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催
　
　し

催
　
　し

塾
の
コ
ン
ビ
ニ

塾
の
コ
ン
ビ
ニ

新
潟
大
学
医
学
部

健
康
講
座
塾

日日
７
月
10
日
（
木
）
午
後
１
時
30

分
～
３
時 

（
午
後
１
時
～
受
け
付

け
）　
場場
水
原
保
健
セ
ン
タ
ー 

２

階
「
研
修
室
」　
演
題
＝
演
題
＝
「
健
康
長

寿
の
道
し
る
べ
～
心
臓
と
血
管
を

ま
も
る
」　 

対対
市
内
在
住
・
在
勤

の
人
　
定定
１
０
０
人 

先
着  

講講
猪

又
孝
元
氏
（
新
潟
大
学
医
歯
学
総

合
研
究
科 

循
環
器
内
科 

教
授
）

申申
電
話
も
し
く
は

下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
　
問問
健
康
推

進
課 

健
康
づ
く
り
係
　
☎
62
‐

２
５
１
０
（
内
線
２
６
３
７
）　

申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
７
月
９
日
（
水
）　

IDID
＝＝
１
３
２
６
３

広報あがの

お知らせ版
2025（令和7年）６.15号広報あがの

お知らせ版
No.
291

主
　
要
　
連
　
絡
　
先

安 田 支 所  ☎ 68‐3000
安田公民館・体育館  ☎ 68‐3006

京ヶ瀬支所  ☎ 67‐2111
市立図書館  ☎ 67‐2500

阿賀野市役所  ☎ 62‐2510
水原総合体育館  ☎ 62‐0656
水原公民館  ☎ 62‐2028
あがの市民病院  ☎ 62‐2780
上下水道局  ☎ 62‐2159
消 防 本 部  ☎ 62‐0119

笹 神 支 所  ☎ 62‐4141
学 校 教 育 課  ☎ 62‐2790
生 涯 学 習 課  ☎ 62‐5322
農 業 委 員 会  ☎ 62‐2420
笹 神 体 育 館  ☎ 61‐2111
ふれあい会館  ☎ 63‐8019     

■略字の見方
日日＝日時・期間　場場＝場所・会場　内内＝内容
対対＝対象　　　  定定＝定員　　　    ￥￥＝参加費等
講講＝講師　  　  　持持＝持ち物　　   他他＝その他　
申申＝申し込み  　 問問＝問い合わせ
先着…先着順　  抽選…応募多数の場合抽選
※対対誰でも、定定なし、￥￥無料、申申不要の場合は記載なし

（例）（例）
IDID==1234

◀  記事の最後に記載されている ID を市
ホームページのページ ID 検索欄に入力
すると、簡単に該当ページを見つけるこ
とができます。
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６月 29 日（日）午前９時～正午

猪又 孝元 氏

野球場が遊び場に！ 楽しむ 12 種目！野球場が遊び場に！ 楽しむ 12 種目！

スポーツ＆レクリエーションスポーツ＆レクリエーション
フェスティバルフェスティバル

日　時

新潟アルビレックス BB ラビッツの選手が参加！キッチンカーも出店します！

場　所 水原野球場（雨天の場合は、水原屋内運動場）

種　目 ・スラックライン　　　・フラフープ
・ミニトランポリン　　・だるま落とし
・キックターゲット　　・ストラックアウト
・グラウンドゴルフ　　・ディスクゴルフ
・ジャベリックスロー　・跳び箱チャレンジ
・バスケットシュートチャレンジ
・全員鬼ごっこ

主　催

協　力

市、市スポーツ推進委員協議会

株式会社新潟プロバスケットボール、市総合型クラブ、市キッチンカー組合

問問 生涯学習課 管理・スポーツ係　☎ 62‐5322
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■ 編集・発行  阿賀野市  市長政策・市民協働課  〒 959-2092 新潟県阿賀野市岡山町 10-15  ☎ 0250-62-2510 FAX 0250-62-0281
 ホームページ https://www.city.agano.niigata.jp/  メールアドレス shiminkyodo@city.agano.niigata.jp
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氏名 保護者名 誕生日 住所

桃林　彩
い ろ は

葉 和　馬 5.5 横　山

五十嵐陽
ひ な ぎ

凪 喬　也 5.12 中央町2

髙谷　侑
ゆ ら

良 悠　真 5.12 北本町

渡邉　時
と き と

人 吏　孔 5.13 中央町2

花澤　桃
も ね

寧 元　樹 5.22 月　崎

診　療　日 診 療 医 院 電 話 番 号

6月22日（日） 恩田整形外科医院（金田町） 62‐0515

6月29日（日） 本田脳神経外科クリニック（下条町） 63‐1111

7月 6日（日） 田中皮膚科医院（市野山） 63‐2222

7月13日（日） 永田医院（山崎） 62‐2412

7月20日（日） うえき内科クリニック（岡山町） 61‐2200

問問危機管理課 危機管理係　☎ 25‐7194

1  安全安心メール（登録制）
2  電話自動応答　☎62‐8

ハ

1
イ

5
コ

0
レ

３ ホームページ（トップページ）
　  放送後２日間表示されます。

防災行政無線の放送内容が確認できます
安全安心メール
登録はこちらから

救急医療電話相談
経験豊富な看護師などが受診の必要性や対処方法などを助言します。
年中無休、午後６時～翌朝午前 8時　※携帯電話からの利用可
◎大人の救急医療電話相談◎大人の救急医療電話相談（おおむね 15歳以上の人）

＃ 7119＃ 7119　または　☎ 025‐284‐7119025‐284‐7119
◎こどもの救急医療電話相談◎こどもの救急医療電話相談（15歳未満の人）

＃ 8000＃ 8000　または　☎ 025‐288‐2525025‐288‐2525

ＤＶ・児童虐待・ひきこもり ～連絡・相談ください～

◎�水原保健センター　☎ 62‐251062‐2510
　�月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分
◎�ＤＶ・児童虐待は、次の電話窓口で 24 時間相談に応じます。
　・県DV相談ナビ　☎＃＃88

は れ れ ば
000088（有料）

　・児童相談所虐待対応ダイヤル　☎ 11
いちはやく

8989（無料）

今月の納期限は�6 月 30日（月）です

◆  納付は、確実で便利な口座振替をおすすめします。

（5 月 16 日～ 31 日届出分、敬称略）

氏名 年齢 死亡日 住所

古田佳代子 78歳 5.15 中央町2

小内　洋康 70歳 5.17 宮　下

髙 ヒロエ 88歳 5.18 保　田

芋川　晴敏 80歳 5.19 中央町1

師橋　　努 91歳 5.20 長　起

釣巻　チヨ 75歳 5.21 渡　場

渡邊トミノ 100 歳 5.21 嶋　瀬

長澤　トミ 99歳 5.21 上一分

椿　　直美 58歳 5.21 嘉瀬島

山本　セイ 95歳 5.22 山　倉

齋藤　君枝 92歳 5.23 久　保

田邊チヨミ 96歳 5.23 中島町

佐藤　　茂 52歳 5.23 京ヶ島

長谷川安夫 81歳 5.24 中　潟

野瀨　　功 72歳 5.27 中島町

小林　ヨリ 94歳 5.28 中島町

鈴木　テツ 97歳 5.29 分　田

小川チヱ子 89歳 5.30 京ヶ島

診療時間：日曜日 午前 9 時～正午
市ホームページにも掲載しています。休日診療

※診察を希望する人は、事前に問い合わせください。
※ 下記日程以外は新発田地区救急診療所などを受診

してください。

○ 市県民税・森林環境税
（１期）

○後期高齢者医療保険料
　 （随時期）

○介護保険料（3 期）

○ 下水道受益者負担金 
（１期）


